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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行では、以下の経営理念を実現するために、当行が行う全ての企業活動を律し、八十二グループの存続および企業価値の向上と社会的責任
を果たすための基本原則として、「コーポレートガバナンス原則」を定め公表しております。

　「コーポレートガバナンス原則」においては、「お客さま」「株主」「職員」「地域社会」の各ステークホルダーに対する基本姿勢および企業統治、法
令遵守と企業倫理、情報開示に係る基本姿勢等を定めております。

〈経営理念〉

健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する

八十二グループは、地域におけるリーディングカンパニーとして、地域の課題に真正面から向き合い、地域社会と世界をつなぐ架け橋となり、地域
の持続的な成長を実現します。

また、適切なリスク管理に裏付けられた収益性の確立と盤石な財務基盤の維持発展を通じて、地域社会、お客さま、株主、従業員の幸福と繁栄に
貢献します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当行はコーポレートガバナンス・コードの趣旨を尊重し、各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4】

○政策保有に関する方針

　当行は、政策保有株式について投資先との十分な対話を経た上で縮減を進めることを基本方針としています。当行が基準日時点で保有してい
る全銘柄（簿価10百万円未満の非上場株式を除く）については、取締役会において銘柄毎に投資先から得られる便益やリスクが資本コストを考慮
した指標に見合っているかという観点で保有の合理性を検証しています。また、政策投資による関係強化を通じて投資先の経営課題解決・企業価
値向上を図ることで地域経済の成長に繋がる場合、あるいは業務提携などの経営戦略上の観点から保有の合理性が認められる場合には限定的
に保有することとしています。なお、取締役会は保有の合理性についての検証内容を毎年適切な方法で開示します。

○政策保有株式に係る議決権行使に関する基準

　 議決権の行使にあたっては、議案毎に内容を精査し、株式価値の向上に資するものか否かを検証したうえで賛否を総合的に判断します。また、

権限規程に基づく決裁手続きを経て、原則として全ての議案に対して議決権を行使します。なお、株式価値に大きな影響を与える議案を重要議案
と位置付け、重要議案に対する議決権行使の結果については取締役会に報告します。

【原則1－7】

　当行は、当行が役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合において、かかる取引が当行および株主共同の利益を害するこ
とのないよう、以下の体制を整備しております。

・取締役会は、「コンプライアンス基本方針」および「コンプライアンス・マニュアル」を定め、コンプライアンス遵守および株主の権利行使に関する

利益供与の禁止を周知徹底しております。

・コンプライアンスの遵守状況等については、定期的および必要に応じて随時、取締役会および経営会議が報告を受け、監視を行っております。

・当行と取締役との競業取引および利益相反取引については、「取締役会規程」において取締役会の承認事項として明示し、取締役会においては

実際の個別取引にかかる承認または報告の受領を通じて、また監査役においては「監査役監査基準」に基づき監視を行っております。

【補充原則2－4①】

・本報告書「Ⅲ－3．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」に記載しておりますのでご参照ください。

【原則2－6】

・当行では、企業年金基金を通じて年金給付等を将来にわたり確実に行うため、中長期的な観点から政策的資産構成割合を策定し、年金資産の
運用管理を行っております。

・運用にあたっては、資産運用、リスク管理、財務、人事等の各部門の代表者で構成される「資産運用委員会」を四半期毎に開催し、運用・管理部
門双方のほか受益者代表として従業員組合も参画し利益相反を適切に管理しているほか、議事内容は当行役員、加入者にも周知し、ガバナンス
の強化に努めております。

・また「資産運用委員会」では、運用受託機関から定期的な報告をうけるとともにスチュワードシップ活動のモニタリングを行う等の取組みを実施し
ています。

【原則3－1】

（1）経営理念を本報告書「Ⅰ－1．基本的な考え方」に記載しておりますのでご参照ください。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を本報告書「Ⅰ－1．基本的な考え方」に記載しているほか、「コーポレートガバ



ナンス原則」を当行ホームページに記載しておりますのでご参照ください。

　　（コーポレートガバナンス原則：https://bank.82group.jp/about/governance/gensoku.html）

（3）「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」を本報告書「Ⅱ－2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る

　事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載しておりますのでご参照ください。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の選任を行うに当たっての方針と手続は以下の通りです。

・方針について

　 当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、取締役会を構成するメンバーとして当行の業務やその課題に精通する者が

一定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。

　 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者

　 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針

としております。

　 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の

員数を定款にてそれぞれ12名以内、6名以内と定め、現状、9名の取締役と5名の監査役を選任しております。

　　なお、取締役・監査役がその機能を発揮していないと認められる場合は、適時・適切に解任できる仕組みを整えております。

　　上記方針および取締役・監査役のスキル・マトリックスは「株主総会招集ご通知（株主総会参考書類）」に記載しております。

　　また、社外取締役には他社での経営経験を有する者を選任しております。

　　（第143期定時株主総会招集ご通知：https://bank.82group.jp/ir/kabushiki/soukai.html）

・手続について

　 取締役候補者については、代表取締役による合議を経て、頭取が同候補者を取締役会に推薦し、取締役会にて決定しております。なお、取締

役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する観点から、取締役会の諮問機関として選任・報酬委員会を設置しており、取締役候補者の

　推薦にあたり、同委員会からの助言・提言を受けております。

　 監査役候補者については、代表取締役による合議を経て、頭取が同候補者を監査役会に推薦し、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて

　決定しております。なお、監査役候補者の推薦にあたり、選任・報酬委員会からの助言・提言を受けることとしております。

　 監査役会は、監査役監査基準を制定し、監査役候補者の選任への同意に当たっては、業務執行者からの独立性確保、公正不偏の態度保持

等の観点より監査役としての適格性を慎重に検討しております。

　　なお、取締役および監査役の解任にあたっては、選任・報酬委員会からの助言・提言を受け、取締役会において解任提案を決定します。

（5）取締役候補者等の選任理由を「株主総会招集ご通知（株主総会参考書類）」に記載しておりますのでご参照ください。

　　（第143期定時株主総会招集ご通知：https://bank.82group.jp/ir/kabushiki/soukai.html）

【補充原則3－1③】

（サステナビリティについての取組み）

・当行は、2021年6月に公表した「中期経営ビジョン2021」において、サステナビリティを「経営の根幹」として位置づけ、地域社会の持続的な発展を
支援するべく、長野県のリーディングバンクとして金融および非金融の両面から地域の社会課題の解決に取り組んでいます。取組み状況について
は、統合報告書で開示しております。

（人的資本、知的財産への投資等）

・当行の「長期人事方針」では、お客さまから求められる八十二銀行員の人材像を「強みの確立」「進取の精神」「自ら考え行動する」とし、職員一人
ひとりの人間力の向上と専門的な知識・スキルの習得を図っています。人事の枠組みを通じて職員一人ひとりが成長とやりがいを実感すること
で、職員の自己実現と企業目的の実現をともに達成することを目指してまいります。　取組み状況については、統合報告書で開示しております。

（TCFD提言への対応）

・当行は2020年３月にTCFD提言に賛同し、2021年から提言に則した開示に取り組んでおります。シナリオ分析の精緻化に取り組み、2024年には
当行におけるリスクと機会を開示しました。リスクと機会に対応した取組みとして、今後も八十二グループの脱炭素化やお客さまとのエンゲージメ
ント（対話）を通して、気候変動問題に積極的に取り組んでいきます。取組み状況については、統合報告書で開示しております。

（統合報告書 ：https://bank.82group.jp/archive/82bank/ir/library/disclosure/）

【補充原則4－1①】

　取締役会は、取締役会規程を制定し、法令上取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びにこれに準ずる事項として、

その重要性および性質等に鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を取締役会付議事項として規定しておりま
す。

　また、取締役会は、経営会議規程を制定し、「取締役会に付議すべき議案の作成ならびに全般的経営管理に関する事項および日常の執行業務
で全般的調整を必要とする事項の協議または決定」を経営会議の役割と定め、経営会議付議事項を規定しております。

【原則4－9】

　社外取締役候補者の選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、当行が定める社外取締
役の独立性判断基準により判断しております。

　当行が定める社外取締役の独立性判断基準を本報告書「Ⅱ-1．機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」に記載しておりますのでご
参照ください。

【補充原則4－10①】

　本報告書「Ⅱ-1．機関構成・組織運営等に係る事項－取締役関係－指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載して
おりますのでご参照ください。

【補充原則4－11①】

　上記[原則3－1](4)の記載をご参照ください。

【補充原則4－11②】

　 取締役および監査役の重要な兼職の状況を「株主総会招集ご通知（株主総会参考書類および事業報告）」に記載しておりますのでご参照くださ

い。

　（第143期定時株主総会招集ご通知：https://bank.82group.jp/ir/kabushiki/soukai.html）

なお、本報告書提出日現在、取締役および監査役の他の上場企業役員の兼任状況は以下のとおりです。

　〔兼任状況〕

　　・濱野　京

　　　サクサ株式会社　社外取締役

　　・金井 孝行



　　　亀田製菓株式会社　社外取締役

　　・小野田　麻衣子

　　　株式会社リソー教育　社外取締役

　　　株式会社タスキホールディングス　社外取締役

　　・神戸　美佳

　　　株式会社ヤマウラ　社外取締役監査等委員

【補充原則4－11③】

当行は、毎年、当行の取締役会の規模・構成・運営方法・審議状況・支援体制・その他取締役会がその役割・責務を果たす上で重要と考えられる
事項に関して、各取締役・監査役の自己評価を踏まえ、取締役会の実効性について分析・評価を行うとともに課題の共有化を図っております。

　2025年度は、前年度の評価・分析において課題として認められた「議論の充実のための効率的な議事運営と効果的な資料作成」「事前勉強会・
説明会の更なる充実」について、以下のような取組みを実施しました。

（１）「議論の充実のための効率的な議事運営と効果的な資料作成」

　2025年8月より社外役員宛の資料配布を完全電子化し、議事録の確認含めて全て電子データでの取扱としました。これにより従来より資料閲覧
可能時期が早まり、機動的な資料の追加・修正が可能となりました。また、取締役会付議基準を見直し、一部決裁区分を経営会議へ委譲したこと
により、第１次中期経営計画の策定等長期的戦略に関わる審議を充実させました。

（２）「事前勉強会・説明会の更なる充実」

　議論の充実に向け社外役員を対象とした説明会・現場視察・職員との意見交換会等を継続的に実施しました。

　また、これまでと同様、取締役・監査役が「取締役会の実効性に関するアンケート」に基づき自己評価を実施したうえで、その評価結果を取締役
会で審議いたしました（2026年2月）。あわせて代表取締役等と社外役員との面談機会を設け、取締役会の実効性向上等に向けた意見交換を行
いました。これらの取組みを通じ、「全体として当行の取締役会は機能している」との評価となった一方で、引続き効率的な議事運営と効果的な資
料作成の必要性が認められました。この結果を参考としながら、実効性の高い取締役会に向けた各種施策を進める方針です。

【補充原則4－14②】

　当行は、各取締役・監査役による自己研鑽を奨励するとともに、個々の取締役・監査役が、その役割・責務を適切に果たしていくうえで必要な知
識・情報を取得、更新することができるよう、外部機関が提供する講習なども含め必要なトレーニングの機会を提供、斡旋し、その費用の支援を行
うこととしております。

【原則5－1】

　当行は、以下の方針に基づき、株主の皆さまからの対話（面談）の申込みに対して前向きに取組んでおります。

(1)株主の皆さまとの対話（面談）については、企画部が担当し、ＩＲ担当者を配置しております。また、株主の皆さまとの対話（面談）に関しては、企
画部が取締役頭取、企画部担当取締役と対応方法を検討し、適切に対応しております。

(2)企画部に経営企画グループと広報グループ、主計グループを配置し、決算等の開示・説明において連携して対応しております。

(3)機関投資家向け説明会や個人投資家向け説明会などを開催し、個別面談以外の対話の手段を充実させております。

(4)株主・投資家の皆さまとの対話において把握された意見や要望は、適時適切に経営陣幹部や取締役会に報告しております。

(5)インサイダー取引防止に係る規程を整備するなど、適切な情報管理態勢を整備しております。また、当行に関する重要情報については、適切か
つ公平にこれを開示することとし、実質的な平等性を確保すべく努めております。

【株主との対話の実施状況等】

・株主や投資家の皆さまへの取組み状況につきましては、上記【原則5-1】のほか、統合報告書に記載しておりますのでご参照ください。

（統合報告書：https://bank.82group.jp/archive/82bank/ir/library/disclosure/）

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年5月27日

該当項目に関する説明

・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、「PBR向上・ROE改善に向けた取組み」として2025年度通期決算会社説明
会（インフォメーションミーティング）資料に記載しておりますのでご参照ください。

（インフォメーションミーティング資料：https://bank.82group.jp/ir/library/meeting/)

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 58,515,700 12.87

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 22,195,700 4.88

日本生命保険相互会社 13,626,896 2.99



明治安田生命保険相互会社 13,603,484 2.99

昭和商事株式会社 12,122,692 2.66

NORTHERN　TRUST　CO.　（AVFC）　RE　FIDELITY　FUNDS 10,757,575 2.36

BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　ISG （FE-AC） 8,380,503 1.84

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 7,789,210 1.71

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,314,276 1.38

JP MORGAN CHASE BANK　385781 5,875,287 1.29

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）



取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

濱野　京 他の会社の出身者 ○

神澤　鋭二 他の会社の出身者 △ ○

金井　孝行 他の会社の出身者 ○

小野田　麻衣子 他の会社の出身者 ○

黒川　伊保子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

濱野　京 ○

　当行は濱野氏と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。

　当行は濱野氏の出身元である独立行政
法人日本貿易振興機構（ジェトロ）と預金
等の通常の取引があります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）で
は初の女性理事を務め、長年企業の海外市場
開拓支援や地域創生に従事されており、豊富
な経験と幅広い知見を有しております。事業会
社社外取締役としての経験もあり、経営監督機
能の一層の強化が期待できると判断しておりま
す。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

神澤　鋭二 ○

　神澤氏は1980年4月から1986年1月まで
当行に在籍しておりました。

　当行は神澤氏と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。また、当行は神澤氏が代表取
締役を務めるキッセイコムテック株式会社
と預金・貸出金等の通常の取引があるほ
か、神澤氏が会長を務める一般社団法人
長野県情報サービス振興協会と預金等の
通常取引があります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　キッセイコムテック株式会社代表取締役とし
て業務を執行されており、デジタル化推進に関
する豊富な知見を有しております。会社経営者
としての長年の経験と高度な見識から、多様な
視点で意見をいただくことで、経営監督機能の
一層の強化が期待できると判断しております。

　また、東京証券取引所が定める独立性基準
および当行が定める社外役員の独立性判断基
準を満たしていると判断しております。



金井　孝行 ○

　当行は金井氏と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。

　当行は金井氏の出身元である西本Wism
ettacホールディングス株式会社と預金・
貸出金等の通常の取引があります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　

　株式会社あおぞら銀行業務執行役員、西本
Wismettacホールディングス株式会社代表取締
役社長COO等を歴任されており、豊富な経験と
幅広い知見を有しております。金融分野のみな
らず会社経営者としての経験と豊富な見識から
意見をいただくことで、経営監督機能の一層の
強化が期待できると判断しております。

　また、東京証券取引所が定める独立性基準
および当行が定める社外役員の独立性判断基
準を満たしていると判断しております。

小野田　麻衣子 ○

　当行は小野田氏と取引がありますが、
取引内容は一般預金者としての通常の取
引であります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

芸能界での豊富な経験と、研究者として予防医
学やロボット工学の専門的な知見を持っており
ます。また、会社経営者としての経験と高度な
見識も有しており、多様な視点で意見をいただ
くことで、経営監督機能の一層の強化が期待で
きると判断しております。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

黒川　伊保子 ○ 当行は黒川氏と取引はありません。

人口知能研究や脳科学・コミュニケーション科
学を基盤とした感性分析の分野で豊富な経験
を有しております。また、企業のネーミングやコ
ミュニケーションに関するコンサルティング実績
も豊富で多様な視点から組織課題に向き合う
見識を有しており、専門的な知見からご意見を
いただくことで、経営監督機能の一層の強化が
期待できると判断しております。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

選任・報酬委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

選任・報酬委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

補足説明

経営陣幹部・取締役・監査役の選解任、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する観点から、取締役会の諮問機関
として独立社外取締役を主要な構成員とする「選任・報酬委員会」を設置しております。なお、独立性の確保が重要であるという立場から、委員の
過半数を独立社外取締役としているほか、独立社外取締役が委員長を務めております。

委員会の概要は以下のとおりです。

委員および委員長の選定方法　：　取締役会の決議による

委員の構成　：　独立社外取締役を含む3名以上の取締役で構成

委員会の役割、権限　：　取締役会の諮問機関として以下の事項について審議し、助言・提言を行う

　　　　　　　　　　　　　　・取締役および監査役の選任および解任に関する株主総会議案の原案

　　　　　　　　　　　　　　・取締役および監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案

　　　　　　　　　　　　　　・その他、取締役、監査役および執行役員の選任、報酬等に関する事項、および、代表取締役の後継者計画に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　なお、当委員会は、1つの委員会で指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。

事務局の設置状況　：　あり（秘書室）

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　会計監査人には定期的または必要に応じて監査役会への出席・報告を求めております。

　監査役監査を実施するにあたり、常勤監査役は、会計監査人との間で定期的にミーティングを実施しているほか、会計監査人監査への立会いを
行っております。また、内部監査部門とは、同部門が毎月開催する内部監査報告会への出席、内部監査部門長等からの定期的聴取や内部監査
部門監査への立会い等を通じ、随時情報交換を行っております。

　監査役・内部監査部門・会計監査人は、概ね3ヶ月毎に三様監査ミーティングを実施し、十分な連携を確保しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田中　隆之 学者 ○

堀　浩 他の会社の出身者 ○

神戸　美佳 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



田中　隆之 ○

　当行は田中氏と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI
新生銀行）を経て長年に亘り大学の教官を務
め、教育者としての高い見識と、金融分野のほ
か経済学の専門的な知識・経験を有しておりま
す。会社経営に関与したことはありませんが、
こうした高い見識と専門性を活かすことにより、
独立・客観的な立場から経営の監査機能を高
めていただけると判断しております。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

堀　浩 ○

　当行は堀氏と取引がありますが、取引
内容は一般預金者としての通常の取引で
あります。

当行は堀氏の出身元である丸紅フィナン
シャルサービス株式会社と預金・貸出金
等の通常の取引があります。

上記の取引は、その規模・性質等に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　DBJアセットマネジメント株式会社代表取締
役、丸紅フィナンシャルサービス株式会社取締
役などを歴任されており、金融分野における専
門的な知見のほか、会社経営者としての経験
と高度な見識を有しております。事業会社常勤
監査役としての経験もあり、独立・客観的な立
場から経営の監査機能を高めていただけると
判断しております。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

神戸　美佳 ○

　当行は神戸氏と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。

　上記の取引は、その規模・性質等に照ら
して、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそればないと判断されることから、概要
の記載を省略いたします。

　企業勤務を経て弁護士として独立し、企業法
務を中心に多様な案件を取扱ってきた実務経
験と専門的知見を有しております。また、株式
会社長野銀行の社外監査役および株式会社
ヤマウラの社外取締役監査等委員の職務経験
を有しており、独立・客観的な立場から経営の
監査機能を高めていただけると判断しておりま
す。

また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当行が定める社外役員の独立性判断基準
を満たしていると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。また、社外取締役候補者または社外監査役候補者の選任にあたって
は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下の「社外役員の独立性判断基準」により判断しております。

○社外役員の独立性判断基準

当行における社外取締役候補者または社外監査役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とす
る。

(1)当行を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(2)当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(3)当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。

(4)当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。

(5)当行から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(6)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(7)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。

　・上記(1)～(6)に該当する者。

　・当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。

※「最近」の定義

　 実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点

において該当していた場合等を含む。

※「主要な取引先」の定義

　 直近事業年度の連結売上高（当行の場合は連結業務粗利益）の1％超を基準に判定する。なお、IFRS適用企業を対象とする場合は、収益（売

上収益）の1％超を基準に判定する。

※「法人等」の定義

　 法人以外の団体を含む。

※「多額」の定義

　 過去3年平均で、年間1,000万円超。ただし、公益を目的とする事業を行う法人（「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基

づいて設立される法人に限る）に対する寄付の場合を除く。

※「近親者」の定義

　 二親等以内の親族。

※「重要でない者」の定義



　会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない

者を「重要でない者」とする。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度

(１)2008年6月25日開催の定時株主総会において、当行取締役に対し、従来の賞与に代わり、当期純利益を基準とした業績連動型報酬を導入

　することを決議いたしました。

(２)これは、業績と連動する報酬枠の設定により、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としたものです。

ストックオプション制度

(１)2008年6月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、当行取締役に対し、「株式報酬型ストックオプション(行

　使価格を1円に設定したストックオプション)」を割り当てることを決議いたしました。

(２)これは、当行の業績と株式価値の連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも

　株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的としたものです。

（３）2024年6月21日開催の定時株主総会において、下記「譲渡制限付株式報酬制度」を導入したため、今後、株式報酬型ストックオプションとして

の新株予約権の新たな発行は行わないものといたしました。

譲渡制限付株式報酬制度

（１）2024年6月21日開催の定時株主総会において、上記「ストックオプション制度」に代わり、「譲渡制限付株式報酬制度」の導入を決議いたしまし
た。

（２）これは、中長期的な業績向上や企業価値向上への貢献意欲や士気をこれまで以上に高めるインセンティブとなる報酬体系とすることを目的と
したものです。

なお、「譲渡制限付株式報酬制度」の導入に伴い、ストックオプションは新規割り当てを実施しないことといたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

個別報酬の開示はしていない。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【2025年度における取締役の報酬等の内容】

取締役の報酬等

１．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

　　役員区分：取締役

　　員数　：　10名（当事業年度に退任した取締役１名を含む）



　　報酬等の総額　：　259百万円

　　　うち基本報酬(確定金額報酬)　：　143百万円

　　　うち業績連動型報酬　：　90百万円

　　　うち譲渡制限付株式報酬　：　26百万円

２．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

　　連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

３．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　使用人兼務役員は存在しないため、該当ありません。

【取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針】

　当行は、2024年5月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。当該取
締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について「選任・報酬委員会」へ諮問し、答申を受けております。「選任・報酬委員会」は、独立
社外取締役を含む取締役3名以上により構成される取締役会の諮問機関であります。

また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役
会で決議された決定方針と整合していることや、「選任・報酬委員会」からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次の通りです。

１．基本方針

当行の取締役の報酬は、取締役が業績向上と企業価値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を高めて経営を行なうためのインセン
ティブとなる体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役が果たすべき職責やその成果等を踏まえ適正な水準とすることを基本方
針とする。具体的には、確定金額報酬、業績連動型報酬および非金銭報酬により構成する。

なお、社外取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととする。

２．確定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

確定金額報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当行業績や他社水準等を総合的に勘案して決定する。

３．業績連動型報酬に係る業績指標の内容およびその業績連動型報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期また
は条件の決定に関する方針を含む）

業績連動型報酬は、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした短期インセンティブとして位置付け、「親会社株主に帰属す
る当期純利益」（以下、「連結当期純利益」）を業績指標とし、各事業年度の連結当期純利益の額に応じて算出された額を毎年一定の時期に現金
で支給する。

４．非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

非金銭報酬は、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への
貢献意欲や士気を高めることを目的と位置付け、譲渡制限付株式報酬とする。各取締役に譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債
権の額および割り当てる譲渡制限付株式の数は、株主総会で承認された上限金額および上限株式数の範囲内で役位別に定める基準、職責を考
慮して算出し、取締役会の決議のうえ、毎年一定の時期に割り当てる。

５．確定金額報酬の額、業績連動型報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

各取締役の種類別の報酬割合は、基本方針を踏まえ、役位に応じた適切な割合とする。なお、取締役の個人別の報酬等の額の割合を決定する
上で前提となる全体の種類別の報酬金額は以下のとおり。

種類別の報酬金額（2024年6月21日株主総会決議）

・取締役の報酬体系は確定金額報酬、業績連動型報酬、譲渡制限付株式報酬とし、以下のとおりとする。（ただし、使用人兼取締役の使用人分給
与は含まない）

ⅰ　確定金額報酬は月額25百万円以内とすること

ⅱ　業績連動型報酬は連結当期純利益を基準として支給すること

ⅲ　譲渡制限付株式報酬は年額100百万円以内（１年間の株数の上限：普通株式15万株以内）の範囲で割り当てること

・連結当期純利益による業績連動型報酬枠

連結当期純利益水準　　　　　報酬枠

～50億円以下 　　 　　　　　 　 　 －

50億円超～100億円以下　　　２千万円

100億円超～150億円以下　　３千万円

150億円超～200億円以下　　４千万円

200億円超～250億円以下　　５千万円

250億円超～300億円以下　　６千万円

300億円超～350億円以下　　７千万円

350億円超～400億円以下　　８千万円

400億円超　　　　　　　　 　 　 ９千万円

６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等の内容の決定については取締役会決議に基づき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内
容は、各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに譲渡制限付株式の割当数とする。なお、選任・報酬委員会は、取締役
の報酬に関する事項について審議し、取締役会に対し助言・提言を行うものとし、取締役頭取は、その助言・提言を踏まえて各取締役の確定金額
報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに譲渡制限付株式の割当数を決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・社外取締役に対するサポートは、企画部が担当しております。また、社外監査役に対するサポートは、監査役会事務局が担当しており、同事務
局には専従の当行使用人を配置しております。



・取締役会の開催に際しては、社外取締役および社外監査役に資料を原則として事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っておりま
す。

・金融機関経営および銀行業務に固有の事項や取締役会で審議される議案に関し、社外役員の理解の一助として、業務に関する説明会、行内見
学会等を適宜実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

制度はありますが、現在対象者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(１)業務執行、監督に係る事項

　　当行は取締役会の他に、取締役会の下位機関として経営会議を設置し、日常的な業務執行の決定並びにそれら業務執行の監督に当たらせ

　ております。経営会議には、執行業務の内容に応じ特定目的会議として、ＡＬＭ・統合リスク管理会議、コンプライアンス・オペレーショナルリスク

　会議、融資管理会議、サステナビリティ会議、デジタル改革会議を設けております。

　　取締役会は、営業店長や本部部長を経験し、社外の経済・産業や社内の業務に通暁した社内取締役4名および企業経営・DX・D&I等に関する

専門的な知識・経験を有する社外取締役5名で構成しており、経営会議は本部各部を分掌する常務執行役員以上で構成しております。

　　取締役会は取締役会規程に基づき原則毎月１回以上開催し、実質的な議論を行うとともに、相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執

　行体制を確保しております。また、経営会議は経営会議規程に基づき原則毎週開催し、経営上の重要事項について協議・決定するほか、その

　事前審議を経て取締役会において執行決定を行っております。

(２)監査に係る事項

　ア．監査役監査の組織、人員および手続き

　　　取締役の業務執行を監査する機関として監査役および監査役会を設置しており、監査役会は、社外監査役3名を含めた5名で構成しておりま
す。

　　　監査役会は、監査役会規程に基づき原則月1回開催しております。各監査役は取締役会に出席し、適切な提言・助言を行うことによって、厳

　　正な監査を行っております。常勤監査役は経営会議に出席するとともに、取締役等の日常的な職務執行や内部統制の整備・運用状況などに

　　ついて執行部門からの聴取・意見交換や営業店往査等を通じて諸問題を検証し、適切な提言・助言を行うことによって、厳正な監査を行ってお
ります。

　　　また、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針や対処すべき課題などについて意見交換を行っております。

　イ．内部監査の組織、人員および手続き

　　　内部監査部門は取締役会の直属組織とし、約30名体制としております。取締役会は、年度内部監査方針を決定し、それに基づき内部監査

　　に当たらせ、四半期毎に内部監査状況について報告を受けております。

　ウ．監査役の機能強化に向けた取組み状況

　(ア)監査役監査を支える人材・体制の確保状況

　　　執行部門から独立した監査役の職務を遂行する組織として監査役会事務局を設置し、適正な知識・能力・経験を有する専任スタッフを１名配
置し、監査役の職務を補助しております。

　(イ)独立性の高い社外監査役の選任の状況

　　　金融分野・企業経営および法務等に関する専門的知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれの

ない独立性を有する方を社外監査役に選任しております。

　(ウ)財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況

　　　長年の営業店長、本部部長経験の中でお取引先企業への融資案件、当行の投資案件等を審査し、財務・会計に関する知識を有する者を

　　常勤監査役に選任しております。

　エ．社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　　組織的かつ効率的な監査を実施するため、取締役の日常的な職務執行監査は主として常勤監査役がこれに当たり、客観的視点に立った取

　　締役の職務執行監査は、主として社外監査役が独立の立場からこれに当たっております。

　　　社外監査役は、監査役会において、常勤監査役から内部監査、監査役監査および会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況

　　に関する報告を受け、適切な提言・助言を行っております。また、会計監査人の監査計画および年度監査実施状況に関しては、常勤監査役

　　のほか社外監査役もミーティングに出席し、意見交換を行っております。

(３)選任、報酬決定等の機能に係る事項

　　取締役の選任に関しては、取締役会の承認を経て株主総会に候補者選任の議案を上程しております。監査役の選任に関しては、監査役会の

　同意を得た後、取締役会の承認を経て株主総会に候補者選任の議案を上程しております。なお、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任

　を強化する観点から、取締役会の諮問機関として選任・報酬委員会を設置しており、取締役候補者および監査役候補者の選任にあたり、同委

　員会からの助言・提言を受けております。



　　当行の取締役の報酬につきましては、確定金額報酬、業績連動型報酬、譲渡制限付株式報酬の3つからなっております。確定金額報酬は月

　額25百万円以内、業績連動型報酬は連結当期純利益を基準として支給すること、譲渡制限付株式報酬は年額100百万円以内（1年間の株数の
上限：普通株式15万株以内）範囲で割り当てることが株主総会で定められております。それぞれの報酬額の配分は取締役会の協議に基づき決定
しております。

　　監査役の報酬につきましては、確定金額報酬からなっております。確定金額報酬額につきましては、月額８百万円以内とすることが株主総会　

　で定められており、報酬額の配分は監査役の協議に基づき決定しております。

　　なお、取締役会は、取締役および監査役の報酬に関して、選任・報酬委員会の助言・提言を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、業務執行の決定および取締役の職務執行の監督を行う機関と、取締役の職務執行を監査する機関は、牽制関係を維持するうえで組織
上独立しておくべきと考え、監査役会設置会社の体制を採用しております。更に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役・社外監査
役を独立役員として配置しております。

　監査役には当行での業務経験豊かな常勤監査役2名と、金融分野・企業経営および法務等に関する専門知識を有する社外監査役3名を選任
し、取締役会から独立した立場で、会計監査人や内部監査部門とも連携して取締役の職務執行を適切に監査しております。

　また、企業経営・DX・D&I等に関する専門的な知識・経験を有する社外取締役5名を選任し、幅広く高度な経営についての視点を当行の経営の意
思決定に反映させ、経営監督を強化する役割を担っております。

　以上により、適切に牽制する体制が取られており、監査・監督機能も十分発揮されているため、当行の体制は適正なコーポレート・ガバナンスを
確保していると判断し、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
一早い情報提供の観点から、法定期日の３営業日以上前に招集通知を発送しておりま
す。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権の行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 定時株主総会の招集通知（要約）の英訳版を作成しております。

その他
株主総会運営においてビジュアル化を進め、株主の皆様にわかりやすい株主総会に

努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 2018年6月に「情報開示に関する方針」を公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則年に２回、東京にて会社説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 ＩＲ資料をホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 企画部内に「IR・広報室」を設置し、専担者を配置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「コーポレートガバナンス原則」によりステークホルダーの立場の尊重について

規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 ディスクロージャー誌で当行の環境保全活動、CSR活動等の状況を報告しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「コーポレートガバナンス原則」によりステークホルダーに対する情報提供について

規定しております。

その他

１．多様性の確保についての考え方とその状況

・当行では、ダイバーシティ＆インクルージョン推進を経営課題のひとつと捉え、性別・年
齢・仕事の経験、さらには価値観などの「多様性」を尊重し、それを「組織の力」にすることを
基本的な考え方としています。多様な持ち味のある職員一人ひとりがお互いに認め合い高
め合うことにより、全員の力でお客さまと地域に貢献するために、「ダイバーシティ＆インク
ルージョン基本方針」を策定し、様々な取り組みを推進しています。

・当行の人材構成の約半数を占める女性がさまざまなステージで能力を発揮できる体制を
構築し、あらゆる意思決定層に当たり前に女性が参画している状態を実現することで、新
たな価値の創造や組織力の向上につなげるために、女性の活躍を推進しています。2024
年度に開始した「次世代女性リーダー育成プログラム」では、女性職員を対象に、外部研
修への派遣に加えて役員や部店長によるメンタリングを実施しています。

・年代・性別・国籍を問わず、多様な人材確保に向けたキャリア採用を強化しています。特
にキャリア採用においては、第１次中期経営計画に掲げる「総合コンサルティンググループ
への飛躍」に向けて、より高度な専門性を有する人材や専門志向の高い人材の採用に注
力しています。また、採用と同時に管理職に登用するなど、能力発揮の土壌を整えていま
す。

・ダイバーシティ＆インクルージョンの取組み状況については、当行ホームページや統合報
告書で開示しておりますので、ご参照ください。

ホームぺージ（https://bank.82group.jp/about/esg/diversity.html）

統合報告書（https://bank.82group.jp/ir/library/disclosure/disclosure2025.html）

２．多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況

（１）人材育成方針とその状況

・経営理念の実現に向け、人材育成に関する長期方針をその環境整備とともに「長期人事
方針」として策定しています。「長期人事方針」では、人材育成について「自律的なキャリア
形成を通じた自己実現と、経営戦略の遂行を通じた企業目的の実現を果たすため、職員
一人ひとりの多様な価値観や持ち味を活かし、多面的な能力伸長を図る」と掲げており、こ
の方針のもと各種施策を実行しています。

・職員の自律的なキャリア形成を支援するため、定期的に特定の年次・年齢の職員を対象
にキャリアマネジメント研修を実施しています。この研修では、キャリアカウンセリング等を
通じて、各人がキャリアビジョンを考え、そのために必要な能力開発を主体的・計画的に実
践するよう動機付けを行っています。

・多様な職員が能力を最大限発揮できる職場環境整備に向けて、すべての職員を対象とし
た「アンコンシャス・バイアス研修」や管理職を対象とした「ダイバーシティマネジメント研修」
を実施しています。

・多様性の確保に向けた人材育成の取組み状況については、統合報告書で開示しており
ますので、ご参照ください。

（２）社内環境整備方針とその状況

・社内環境整備については「求められる人材の育成基盤として、彩り豊かな発想とお客さま
志向にあふれる組織風土を醸成する」との方針のもと、多様な職員が活躍できる環境整備
と風土醸成を進めています。

・多様な人材が意欲や能力を最大限発揮できるよう、在宅勤務の利用促進やサテライトオ
フィスの設置等、柔軟な働き方を推進しています。また、仕事と育児や介護・不妊治療等と
の両立を支援するため、制度整備や各種研修に取り組んでいます。柔軟な働き方や両立
支援に関する取組み状況については、当行ホームページや統合報告書で開示しておりま
すので、ご参照ください。

・すべての役職員とその家族の心身の健康保持・増進が役職員の能力を最大限発揮する
ために極めて重要との認識のもと、考え方の基本となる「健康経営基本方針」を策定し、各
種健康施策に取り組んでいます。健康経営の取組み状況については、当行ホームページ
や統合報告書で開示しておりますので、ご参照ください。

ホームページ（https://bank.82group.jp/about/esg/kenkokeiei.html）

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりです。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）企業価値向上と企業市民としての社会的責任を果たすため、企業統治、企業倫理、情報開示等にかかる基本原則として「コーポレート

　　ガバナンス原則」を定め公表するとともに、法令および定款ならびに「コーポレートガバナンス原則」を遵守する。

（２）取締役会は、取締役会規程に基づき適切な運営を行う。原則として毎月1回以上これを開催し、取締役間の意思疎通をはかるとともに

　　相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執行と法令違反行為の防止・抑制のための体制整備に努める。



（３）「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、社会良識を備えた企業市民としての行動規範を遵守し、反社会的勢力に対し、毅然とした

　　態度で関係を遮断する。

（４）コンプライアンス管理規程にコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンスマニュアルにコンプライアンス徹底のための

　　行動基準を定めて当行に勤務する全ての者が遵守する。また、年度毎にコンプライアンス・プログラム（コンプライアンス徹底のための

　　実践計画）を取締役会で決定し実施する。

（５）法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止や既に発生した事態への早期対応を目的とした社内報告体制および内部通報制度

　　を整備し、その適正な運用を図る。

（６）内部監査部署は、執行部門から独立した取締役会直属の組織として、内部監査を実施する。また、監査役は、監査役会規程および

　　監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行を監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（１）取締役の職務執行に係る情報については、法令等の定めに基づいて文書等を保存・管理するほか、情報管理規程等の定めに基づき、

　　適切な保存・管理を行う。

（２）情報管理規程等に基づき情報資産の適切な安全対策を実施するとともに、新たな情報保存方法・媒体等への対応、漏洩防止

　　対策の構築など、必要に応じて体制の見直しを図る。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、統合的リスク管理規程により損失発生のリスクに応じた所管部署を定める

　　とともに、全てのリスクを総体的に捉え管理する部署を定め、統合的なリスク管理を行う。

（２）リスクの顕在化、緊急事態等に対しては、統合的リスク管理規程・非常事態対策管理規程等に基づき、適切に対応する体制の維持・

　　充実を図る。

（３）新たな損失発生のリスクを監視・抽出するとともに、不測の事態発生時における損害の拡大を最小限に止めるためのリスク管理体制の

　　構築と運用に努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を取締役会規程に基づき原則として毎月1回以上開催する。

　　取締役会は、本部各部を分掌する常務執行役員以上で構成される経営会議に、全般的経営管理に関する事項および日常の執行業務

　　で全般的調整を必要とする事項の協議・決定を権限委譲するとともに、当行の経営方針および経営戦略等に係る重要事項について

　　は、経営会議における事前審議を経て、取締役会において執行決定を行う。

（２）取締役会の決定に基づく業務執行については、職制規程および職務権限規程等において業務分掌・執行権限等を定めるとともに、

　　必要に応じてこれらの諸規程を見直し、効率的な業務執行体制を維持する。

５．当行および連結子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告については、当行が定めるグループ法人

　　管理規程等において、報告事項・報告頻度等を定める。

（２）連結子会社を中心とするグループ法人の損失の危険の管理については、当行が定める統合的リスク管理規程において、グループ法人

　　に関わるリスクの所管部署を企画部および外部委託担当部署と定め、統合的に管理する。

（３）連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、グループ法人管理規程等

　　において当行への協議事項を定めるとともに、決算・経営計画等の重要事項について、定期的に経営会議・取締役会等へ報告する体制を

　　整備する。また、代表者連絡会議、事務連絡会議等を定期的に開催し、グループ法人との連携を図る。

（４）連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、グループ

　　法人管理規程等において、グループ法人が当行リスク管理関連規程に準じた規則を制定することを定める。また、グループ法人との個別

　　契約等に基づく内部監査を実施するほか、財務報告に係る内部統制、監査役監査等により、グループ法人の業務の適切性を検証する。

６．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

（１）執行部門から独立した組織として、監査役会事務局を設置する。

（２）監査役の職務を補助すべき使用人を、当行使用人のなかから監査役会事務局に配属する。

（３）監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、取締役から独立して監査役の指示に基づき補助業務を行う。

（４）監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の同意を得るものとする。

７．当行の取締役および使用人ならびに連結子会社を中心とするグループ法人の取締役・監査役等および使用人、これらの者から報告を

　　受けた者が当行の監査役に報告をするための体制、および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

　　を確保するための体制

（１）当行内部監査部署は、当行監査役に対し、内部監査の状況を定期的に報告する。また、当行統合的リスク管理部署は、当行監査役に

　　対し、コンプライアンス、リスク管理等の状況を定期的に報告する。

（２）当行およびグループ法人の役職員は、法令等の違反行為等、または著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見

　　次第、コンプライアンスマニュアル等に定める方法により、当行コンプライアンス統括部署に対して報告する。また、当行コンプライアンス

　　統括部署は、当行監査役に対して、当該事実を速やかに報告する。

（３）内部通報制度の受付担当部署は、内部通報の状況について、直ちに当行監査役に対して報告する。

（４）前項（２）または（３）による報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことをコンプライアンスマニュアルに

　　明記し、プライバシーの保護に配慮し適切に運用する。

８．当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の

　　処理に係る方針に関する事項

（１）監査役がその職務の執行について、当行に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用等が当該監査役の

　　職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。

（２）監査役会は、監査役の職務の執行上必要と認められる費用について、あらかじめ予算を計上する。

９．その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当行およびグループ法人の取締役および使用人は、監査役会が定める監査役監査基準に基づいて、当行監査役の職務執行に必要な

　　報告を行う。また、当行監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

（２）監査役は、取締役会その他の重要会議への出席、内部監査部署・会計監査人・グループ法人監査役との連携等を通じ、監査の実効性を

　　確保する。

（３）監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(１)当行の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は次のとおりです。

　　当行は、反社会的勢力に対して次の事項を遵守し、当行に対する信頼を維持し、業務の適切性および健全性の確保に努めます。

　　ア．社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で関係を遮断します。

　　イ．社会的良識を備えた企業市民としての行動規範を遵守し、反社会的勢力との接点を排除します。

　　ウ．反社会的勢力による不当要求等に対しては、外部機関と積極的に連携しながら組織として対応し、これを拒絶します。

(２)当行の反社会的勢力排除に向けた整備状況は次のとおりです。

　　反社会的勢力との関係を遮断・排除し、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力対応統括部署を設置し、反社会的勢力

　に関する情報の収集・分析・一元的管理、対応マニュアル等の整備・周知徹底等を図っております。

　　取締役会等は、反社会的勢力への対応状況について半期毎に報告を受け検証しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当行の適時開示体制の概要は以下のとおりです。

(１)基本姿勢の周知・啓蒙

　　当行は、「お客さま」「株主」「職員」「地域社会」の各ステークホルダーに対する基本姿勢および企業統治、法令遵守と企業理念に係る基本

　姿勢を定めた「コーポレートガバナンス原則」において、情報開示に関する基本姿勢を以下のとおり定め、社内全体に周知・徹底しております。

　また、適時開示の実施は本部各部を分掌する常務執行役員以上で構成される経営会議にて決定しております。

　　【情報開示の体制整備に関する基本姿勢】

　　　公開会社として迅速かつ正確な情報開示を行う責任と義務を負い、情報の開示事項に関する適正性・公平性・迅速性を確保するため、情報

　　開示体制を整備する。

　　【適時適切な情報開示に関する基本姿勢】

　　　会社の財務状況、経営成績、会社の経営実態に関する重要事項およびその他の事項について、事実に基づき適時かつ適切に開示し、株主

　　およびその他の利害関係者に対する説明責任を果たす。

　　【情報アクセス機会の確保に関する基本姿勢】

　　　開示情報に対し、株主およびその他の利害関係者が公平かつ容易にアクセスできる機会の確保に努める。

(２)当行の適時開示に関する特性・リスクの認識・分析

　　法令等により開示が義務付けられている情報の他に、当行の経営に重大な影響を与える事項として、任意に開示すべき経営情報の類型と

　　して以下の４点を定め、開示の要否、開示の実施について、本部各部を分掌する常務執行役員以上で構成される経営会議にて決定しておりま
す（緊急の場合に頭取が開示要否を決定する場合を除く）。

　　・当行の戦略・施策に係る情報

　　・事故調査（特別）委員会が設置された場合における事故・不祥事件等の情報

　　・非常事態対策委員会が設置された場合における非常事態の情報

　　・顧客情報の漏えい等に関する情報

(３)適時開示業務を執行する体制

　ア．開示担当組織

　　　開示に関する統括部署を、開示業務と密接に関連するＩＲ、決算業務を掌る企画部とし、以下の役割を担わせております。

　　(ア)当行における情報開示態勢の整備

　　(イ)情報開示にかかる内容確認・手続き対応、および本部各部・室・センター・営業店およびグループ法人への対応協議・要請

　　(ウ)報道機関等の窓口とし、取材等対応を行うほか各部店に取材等への対応を要請

　　(エ)情報開示後の内容確認・検証および内容相違時の対応

　イ．適時開示手続

　　　開示手続について定めた情報開示規程を整備し、行内へ周知・徹底するとともに、以下の適時開示手続に関する体制を整備しております。

　　(ア)情報収集プロセス

　　　・決定事実に関する情報

　　　　当行の取締役会等の決定事項につきましては、取締役会の事務局を担う企画部が把握しております。グループ法人の取締役会等の

　　　　決定事項につきましては、取締役会議事録を企画部に提出する体制としております。

　　　・発生事実に関する情報

　　　　当行で適時開示に該当する事項が発生した場合は、迅速に企画部に報告する体制としております。また、グループ法人で適時開示に

　　　　該当する事項が発生した場合は、迅速に企画部に報告する体制としております。

　　　・決算に関する情報等

　　　　当行の営業店および本部各部並びにグループ法人の決算作業および報告等に基づき、企画部が中心となり、決算計数および決算情報

　　　　を作成しております。

　　(イ)分析・判断プロセス



　　　・決定事実に関する情報、発生事実に関する情報

　　　　東京証券取引所の適時開示規則に則り、経営会議が開示の要否を決定しております（緊急の場合に頭取が開示要否を決定する場合を

　　　　除く）。開示する場合は、企画部が開示資料の内容確認を行っております。

　　　・決算に関する情報等

　　　　決算(含む四半期)に関する情報は経営会議決議後に、速やかに開示しております。業績予想の修正等は、業績予想に重要な影響を与え　

　　　ることが明らかとなった時点で、速やかに開示しております。

　　(ウ)公表プロセス

　　　　経営会議は開示資料の公表にあたり、明瞭かつ十分な情報の公表を行うこと、一部の投資家だけに有利とならないよう配慮しております。

　　　また、法令等により開示が義務付けられている情報以外であっても、当行の経営に重大な影響を与える経営情報については積極的に公表　

　　　するよう努めております。

(４)モニタリング

　　内部監査部門が、適時開示業務の執行部署からは独立した立場からの内部監査を実施し、業務運営上の適切性・有効性を検証しておりま　

　す。また、監査役会、会計監査人も、経営全般の見地より、適時開示全般に渡るモニタリングをそれぞれ実施しております。




